
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
予
算
の
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
九
号
）

一

歳
出
予
算
の
配
当
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

財
政
課
長
等
へ
の
合
議
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
金
額
の
引
上
げ
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
郷
土
文
化
会
館
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
号
）

一

十
六
ミ
リ
映
写
機
（
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
）
等
の
利
用
料
金
の
基
準
額
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
一
号
）

一

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
受
験
願
書
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
免
許
申
請
書
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
免
許
証

再
交
付
申
請
書
及
び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
免
許
証
訂
正
申
請
書
の
様
式
に
個
人
番
号
等
の
記
載
欄
を
追

加
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
二
号
）

一

営
業
許
可
申
請
書
・
営
業
届
及
び
変
更
届
の
様
式
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
三
号
）

一

獣
医
師
修
学
資
金
の
貸
与
額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
四
号
）

一

知
事
に
提
出
す
る
書
類
の
経
由
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
五
号
）

一

耐
電
圧
・
絶
縁
抵
抗
・
ア
ー
ス
導
通
・
漏
え
い
電
流
試
験
器
の
機
械
器
具
使
用
料
及
び
耐
電
圧
・

絶
縁
抵
抗
・
ア
ー
ス
導
通
・
漏
え
い
電
流
試
験
の
試
験
手
数
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

静
電
気
放
電
試
験
器
の
機
械
器
具
使
用
料
、
静
電
気
放
電
試
験
の
試
験
手
数
料
及
び
Ｇ
Ｃ
―
Ｍ
Ｓ

を
使
用
し
て
行
う
分
析
の
分
析
手
数
料
の
額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

交
流
安
定
化
電
源
等
の
機
械
器
具
使
用
料
及
び
電
子
機
器
に
係
る
全
光
束
測
定
の
う
ち
産
業
標
準

化
法
の
登
録
を
受
け
た
試
験
方
法
の
区
分
に
係
る
製
品
試
験
等
の
場
合
等
の
試
験
手
数
料
を
廃
止
す

る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
六
号
）

一

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
理
容
科
を
ヘ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
科
に
改
め
、
そ
の
訓
練
生
の
定
員

を
十
五
人
と
す
る
と
と
も
に
、
電
気
環
境
シ
ス
テ
ム
科
を
電
気
シ
ス
テ
ム
科
に
、
機
械
技
術
科
を
メ

タ
ル
ワ
ー
ク
ス
科
に
改
め
、
ヘ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
科
ダ
ブ
ル
ラ
イ
セ
ン
ス
コ
ー
ス
を
新
設
し
、
美
容
科
、

金
属
技
術
科
及
び
木
工
技
術
科
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
塗
装
科
を
カ
ラ
ー
ク
リ
エ
イ
ト
科

に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。



三

徳
島
県
立
西
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
電
気
工
事
科
を
電
気
設
備
エ
ン
ジ
ニ
ア
科
に
、
住
宅
建
築
科

を
伝
統
建
築
科
に
改
め
、
自
動
車
整
備
科
及
び
設
備
施
工
科
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
及
び
徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
規
則
第
二
十
七
号
）

一

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
著
し
い
被
害
を
受
け
た
者
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
規
則
に
よ
る
資
金
の
貸

付
け
の
特
例
の
適
用
期
間
を
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

２

徳
島
県
林
業
改
善
資
金
貸
付
規
則

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
八
号
）

一

森
林
管
理
重
点
地
域
内
に
お
い
て
森
林
の
土
地
の
所
有
権
等
の
移
転
等
を
伴
う
契
約
を
締
結
し
よ

う
と
す
る
場
合
及
び
一
の
者
が
森
林
所
有
者
等
の
財
務
及
び
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場
合
に
届
出
を
す
べ
き
事
項
に
、
譲
受
人
及
び
当
該
一
の
者
の
国
籍
等
に
関
す
る
事
項
を

追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
の
届
出
を
免
除
す
る
法
人
に
、
森
林
経
営
管
理
法
の
規
定
に
基
づ
き
県
が
公
表
し
て
い
る
民
間

事
業
者
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、

同
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
九
号
）

一

歳
入
を
直
接
収
納
し
た
と
き
の
指
定
金
融
機
関
等
へ
の
払
込
み
に
係
る
手
続
を
改
め
る
こ
と
と
し

た
。

二

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


